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平成２９年度 第２回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     平成２９年５月１１日（木） 午前９時４０分から１０時 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第２庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  上 田 博 久 

委   員  中 原   都 

         委   員  曽 我 紀 厚 

２ 事務局職員  事務局長  今 岡 誠 一 給与課長  吉 野 一 朗 

  係   長  富 山 哲 明 係  長  湯ノ口   修 

  係  長  足 立 陽 子 係  長  古 川 真 史 

３ 傍聴者    なし 

 

四 議 題 

  議案第１号 人事委員会の定めの一部改正について（警察特殊勤務手当関係） 

報告第１号 ２０１７年度給与勧告等に関する要求書について 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、公開とすることについて全

員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

人事委員会の定めの一部改正（警察特殊勤務手当関係）について、事務局が説明し、原案のとおり決

定した。 

 

【説 明】 

以下のとおり定めの一部を改正しようとするもの。 

 

１ 改正する定めの名称 

    警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第６項の規定に基づく手当の運用について（平成２４年

７月１０日付第２０１２０００５３６３０号鳥取県人事委員会委員長通知） 

 

２ 改正の概要 

    東日本大震災の被災地における作業に係る災害応急手当の特例に関し、東京電力株式会社福島第一

原子力発電所（以下「福島第一原子力発電所」という。）の敷地内の施設のうち、当該施設内におけ

る作業にかかる手当額が日額３，３００円であるものとして人事委員会が定める施設に「新事務本館」

を加える。（国準拠） 

  《改正理由》 

    福島第一原子力発電所の敷地内に「新事務本館」が完成したことを踏まえて国の定めが昨年１

２月１５日に改正（平成２８年１０月４日適用）されたことから、国に準じて改正を行おうとす

るもの。 

  国の適用日以降に該当作業に従事した本県警察職員はいないことから、適用は議決日とする。 
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◇報告第１号 

 ２０１７年度給与勧告等に関する要求書について、事務局が説明した。 

 

【説 明】 
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六 次回人事委員会の開催 

  平成２９年５月２２日（月）午前９時４０分から開催することとした。 

 

 


